
結
核
予
防
週
間

　

９
月
24
日
（
金
）
か
ら
30
日

（
木
）
ま
で
は
「
結
核
予
防
週

間
」
で
す
。
全
国
で
、
年
間
約

２
万
５
千
人
の
新
規
結
核
患
者

が
発
生
し
、
約
２
千
人
が
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、

結
核
を
疑
い
、
早
め
に
医
療
機

関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

○
せ
き
が
２
週
間
以
上
お
さ
ま

ら
な
い
。

○
微
熱
や
た
ん
が
続
い
た
り
、

血
た
ん
が
出
る
。

○
胸
に
痛
み
が
あ
る
。

　

ま
た
、
市
や
職
場
で
行
う
検

診
を
積
極
的
に
利
用
し
て
、
早

期
発
見
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

２
１
１
０

公
証
役
場
を
ご
存
じ
で
す

か
　

公
証
制
度
と
は
、
金
銭
貸
借

な
ど
の
大
切
な
契
約
書
や
遺
言

書
な
ど
に
つ
い
て
、
公
証
人
が

作
成
す
る
公
正
証
書
に
よ
っ
て

ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
を
図
る
制
度

で
す
。

　

公
正
証
書
に
は
、
強
い
証
拠

力
と
裁
判
を
経
ず
に
強
制
執
行

で
き
る
執
行
力
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
公
証

役
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
遺
産
を
め
ぐ
る
骨
肉
の
争
い

を
防
ぐ
た
め
に
、
遺
言
を
残

し
て
お
き
た
い
と
き
。

○
金
銭
消
費
貸
借
、借
地
借
家
、

債
務
弁
済
、
売
買
、
任
意
後

見
、
養
育
費
等
の
大
切
な
契

約
を
公
正
証
書
で
作
成
す
る

と
き
。

○
私
署
証
書
の
認
証
、
外
国
文

認
証
、
宣
誓
認
証
、
定
款
認

証
、
確
定
日
付
の
付
与
な
ど

無
料
相
談

　

10
月
１
日（
金
）〜
７
日（
木
）

の
公
証
週
間
に
伴
い
、
無
料
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
10
月
２
日
（
土
）

　

10
時
〜
16
時

●
場
所
＝
鹿
屋
公
証
役
場

※
平
日
は
、
い
つ
で
も
無
料
で

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
公
証
役
場

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

３
３
３
９

【問い合わせ】市都市政策課（4階）　☎ 0994-31-1130

　屋外広告物が無秩序に設置されると、まちの美観はもとより、事故などの問題も発生します。
そのため、屋外広告物の設置には、ルールが定められています。
　屋外広告物のルールについて、ご理解とご協力をお願いします。

屋外広告物はルールを守って設置しましょう屋外広告物はルールを守って設置しましょう屋外広告物はルールを守って設置しましょう

設置には許可が必要
　屋外広告物を設置するには、あらかじめ許可が
必要です。
　また、自分の店舗や会社に表示する店舗名や会
社名などの広告物も、一定の表示面積を超える場
合は許可が必要です。

手数料
　広告物の種類と大きさで手数料は決まります。

※ 許可申請、手数料の額など、詳しくは、お問い
合わせください。

屋外広告物とは
　屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して
屋外で公衆に表示されるもの」で、広告塔、屋上
広告、壁面看板、野立看板、電柱広告、はり紙、
はり札などのことです。

屋外広告物の禁止物件
　次のような物件には、地域に関係なく、原則と
して広告物を表示・設置することはできません。

　禁止物件（右図参照）
　 　街路樹、信号機、道路標識、電柱、橋、
　　トンネル、分離帯、道路上のさく、消火栓、
　　郵便ポスト、電話ボックス、銅像、記念碑、
　　街灯柱　など

　違反した場合は、罰則が適用される場合があり
ます。また、違反広告物として、市が除却するこ
とができます。

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
制

度
を
導
入

　

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情

報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝

達
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
米
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
が
、
消
費

者
の
利
益
増
進
等
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

10
月
か
ら
、
米
・
米
加
工
品

の
生
産
者
、
加
工
・
製
造
業
者
、

流
通
業
者
、
小
売
業
者
、
外
食

店
で
の
取
り
引
き
な
ど
の
記
録

の
作
成
・
保
存
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
７
月
か
ら

は
、
一
般
消
費
者
へ
の
産
地
情

報
伝
達
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。

●
対
象
品
目
＝
米
穀
（
玄
米
・

精
米
な
ど
）、
米
粉
や
米
麹

な
ど
の
中
間
原
材
料
、
米
飯

類
、
も
ち
、
だ
ん
ご
、
米
菓
、

清
酒
、
単
式
蒸
留
焼
酎
、
み

り
ん

●
対
象
事
業
者
＝
生
産
者
を
含

め
、
対
象
品
目
と
な
る
米
・

米
加
工
品
の
販
売
、
輸
入
、

加
工
、
製
造
又
は
提
供
の
事

業
（
飲
食
業
な
ど
）
を
行
う

す
べ
て
の
事
業
者

※
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

九
州
農
政
局
鹿
児
島
農
政
事

務
所
計
画
課

☎
０
９
９ｰ

２
２
２ｰ

０
１
２
１

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

が
始
ま
り
ま
す

 　

９
月
21
日
か
ら
30
日
ま
で
、

「
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー　

乗
せ
て

走
ろ
う　

秋
の
道
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
秋
の
全
国
交
通
安
全
運

動
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
今
年
も
昨
年
を
上

回
る
ペ
ー
ス
で
交
通
事
故
が
発

生
し
て
お
り
、
特
に
高
齢
者
が

巻
き
こ
ま
れ
る
ケ
ー
ス
や
交
差

点
・
駐
車
場
内
で
の
事
故
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
交

通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

○
横
断
歩
道
は
左
右
を
確
認
し

て
渡
り
ま
し
ょ
う
。

○
夜
間
の
歩
行
時
は
、
反
射
材

を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

○
駐
車
場
で
は
、
進
行
方
向
に

対
し
て
前
向
き
に
駐
車
し
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
民
課
（
１
階
③
番
窓
口
）

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

２
１
１
１

内
線
３
１
５
８

情報掲示板Information

日　時　10月 17 日（日）※雨天順延
場　所　大隅湖特設会場、市民族館、カピックセンター
日　程　　5:00 ～　ブラックバス釣り大会
　　　　10:00 ～　アームレスリング大会
　　　　14:00 ～　ストリートダンス
　　　　15:00 ～　あじさい植樹祭
　　　　17:00 ～　水辺のステージ
　　　　　　　　　ジミー入枝＆村里佳子歌謡ショー
　　　　19:30 ～　花火＆レーザー光線ショー
【問い合わせ】
　大隅湖レイクサイドフェスティバル事務局
　（市高隈出張所内）　☎ 0994-45-2001

日　時　10月 17日（日）14:00 ～ 17:00
場　所　市民族館とその周辺、カピックセンター
内　容　世界各国の民族衣装ファッションショー、世界の文化体験　
　　　　ワークショップ、世界の料理紹介、世界の音楽ライブ、
　　　　ワールドバザール～世界の珍品、名品を特別販売～、など
【問い合わせ】
　市国際交流協会（市民活動推進課内）   ☎ 0994-43-2111   内線 3594

インターナショナルＤＡＹインターナショナルＤＡＹ
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